
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

車検証チェック機能
の一時停止について

平成27年6月15日

関東地方整備局 道路部 交通対策課

（申請者向け）



1

１．車検証チェック機能の目的

申請書作成段階における車検証チェック機能により車両諸元入力ミス等による
差し戻し件数の低減

審査時に行っている申請書の目視による確認項目・作業の効率化

申請者

道路管理者

結果：審査期間の短縮を図ることを目的として車検証チェック機能を導入
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２．車検証チェック内容（3/31時点の仕様）からの変更点

3/31時点の仕様 6/1以降の仕様

チェック対象外車両 ・その他軸種の車両
・車種がポールトレーラ
・付属物のあるトラクタ
・備考欄にその他検査事項930が記載さ
れているトラクタ

・軸重の記載位置（前前、前後、後前、後
後）が通常と異なるため、チェックできな
い車両

・その他軸種の車両

※付属物のある車両は正しい入力方法を周知することに
よりチェック対象とすることが可能となった

チェック対象外車両
の確認方法

申請書（車種、軸種）及び車検証（付属物
の有無、その他検査事項）で確認が必要

申請書にて確認（その他軸種であるか否か）

車検証チェックでエ
ラーとなる車両

・車検証取得後、DBに反映されていない
車両
・軸重の合計が車両自重より大きな車両

・車検証取得後、DBに反映されていない車両
・分担荷重のあるポールトレーラ
・軸重の合計が車両自重より大きな車両

・軸重の記載位置（前前、前後、後前、後後）が通常と異
なるため、チェックできない車両
（OKとなるパターンを増やした上でチェック対象とする）

車検証チェックでエ
ラーとなる車両の扱
い

・申請不可

・代表車両の登録番号に「不明」と記載す
ればチェックを行わず、申請可能

・申請不可

・代表車両の登録番号に「要審査」と記載すればチェック
を行わず、申請可能

正しい車検証チェッ
クができない車両

・付属物ありの重量が車検証下段に記載
されているトラクタ

・第５輪荷重欄に緩和時の車両総重量が
記載されているトラクタ
・軸重の記載がない車両

・付属物ありの重量が車検証下段に記載されているトラ
クタ

・第５輪荷重欄に緩和時の車両総重量が記載されている
トラクタ
・軸重の記載がない車両

○ 車検証の不備等による影響を考慮し、チェック仕様を以下のとおり変更し、
車検証チェックを再開しました
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３．車検証チェック項目（申請書作成時）

No チェック項⽬
差戻し
対象

チェック
単位

申請書（⼊⼒値）
判定条件
（OK条件）

⾞検証（全⾞両の値） 対象⾞両 留意事項

1 登録番号 ○ ⾞両 「⾞両登録番号」 ＝ 「⾃動⾞登録番号⼜は⾞両番号」
代表⾞両の⾞両番号に「要審査」と⼊⼒した場合は全ての
⾞検証チェックを⾏わない

2 有効期間満了⽇ ○ 申請 「申請⽇」 ≦ 「有効期間の満了する⽇」 有効期間中にエラーとなる場合あり（要窓⼝審査②）

3
所有者名

・使⽤者名
申請

「会社名・⽒名」または
「代表者名」

＝
「所有者の⽒名⼜は名称」または

「使⽤者の⽒名⼜は名称」

4 住所 申請 「住所」 ＝
「所有者の住所」または

「使⽤者の住所」
5 幅 型式 「幅」 ≧ 「幅」（付属物なし）

6 ⾼さ 型式 「⾼さ」 ≧ 「⾼さ」（付属物なし）

7 ⾞両⾃重 ○ 型式 「⾞両⾃重」 ≧ 「⾞両⾃重」（付属物なし）
⾞検証どおり⼊⼒してもエラーとなる場合あり（要窓⼝審
査③）

8 乗員定員 ○ 型式 「乗員」 ≧ 「乗⾞定員」

「最⼤積載量」 単⾞、トレーラ
ポールトレーラの⼀部は⾞検証どおり⼊⼒してもエラーと
なる場合あり（要窓⼝審査⑥）

トレーラの「⾞両総重量」 トラクタ

≧ 単⾞、トラクタ

≦ トレーラ

11 ⾞名 型式 「⾞名」 ＝ 「⾞名」
12 型式 型式 「型式」 ＝ 「型式」

13
緩和事項・制限事項・

その他検査事項
⾞両 －

「緩和事項・制限事項・その他検
査事項」

14 ポールの⻑さ ⾞両 「積載物－⻑さ」 ≦ 制限事項 ポールの⻑さ

15 コンテナの⼤きさ ⾞両 「積載物－幅、⾼さ、⻑さ」 ＝
制限事項

積載するコンテナの⼤きさ

16
海上コンテナの

⼤きさ
⾞両 「積載物－幅、⾼さ、⻑さ」 ＝

制限事項
積載するコンテナの⼤きさ

17 けん引⾞両型式 ⾞両 「型式」 ＝ 備考欄「けん引⾞両」の型式
18 タンク⾞ ⾞両 － 備考欄「タンク⾞」

「⾞両⾃重」＋「乗員重量」＋「積載物重量」 ≦ 単⾞
「トラクタ⾃重」＋「乗員重量」＋「トレーラ
⾃重（合成値）」＋「積載物重量」

≦ トラクタ

「トレーラ⾃重」＋「積載物重量」 ≦ トレーラ

20 第5輪荷重 ○ 型式
「トレーラ⾃重」＋「積載物重量」－「トレー
ラ軸重（積載時）の合計）」

≦ 「最⼤積載量欄中括弧内」 トラクタ
「その他軸種」はチェック対象外（要窓⼝審査①）
⾞検証の記載内容に不備があってもエラーとならない（要
窓⼝審査⑥）

9

19
「その他軸種」はチェック対象外（要窓⼝審査①）
乗⾞定員が奇数の場合は-5kgまでOKとなる

「⾞両総重量」
（保安基準緩和⾞両は緩和値）

「積載物重量」 ≦

⾞両総重量 ○ 型式

最⼤積載量 ○ 型式

「軸重」

「その他軸種」はチェック対象外（要窓⼝審査①）
軸種に対応した軸重の記載位置でない場合はエラーとなる
（要窓⼝申請④）
⾞検証の記載内容に不備があってもエラーとならない（要
窓⼝審査⑥）

10 軸重 ○ 型式 「軸重」（空⾞時）

○ 車検証の不備等による影響を考慮し、チェック仕様を以下のとおり変更しました
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４．申請書作成時の補助機能

説明テキスト追加
（第５輪荷重超過の警告）

① 車検証チェックでエラーとなりやすいポイントを車両諸元入力時に表示
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４．申請書作成時の補助機能

○

車検証の記載内容どおりに入力してもエラーとなってしまう時は、窓口での審査を行いますので、
代表車両の車両番号陸運支局名を「要審査」とし、車検証をスキャンしたものを添付して申請してください。

エラーの状態で申請する
場合の申請方法を表示

② 車検証チェックでエラーとなった車両をオンライン申請する方法

○車検証の記載内容の不備等により、車検証の記載値どおりに入力しても車検証エラーと
なる場合、以下の対策をとることでオンライン申請可能とする
・代表車両（トラクタ・トレーラのいずれか）の陸運支局名を「要審査」とする
・該当車両の車検証を添付

⇒システムの車検証チェックを行わず、オンライン申請が可能となる
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５．窓口事務所で車検証チェックを行う申請

＜「要審査」として申請されるため、窓口での車検証チェックが必要となるもの＞

エラーとなる項目 エラーとなる理由

２ 車検証有効期間満了 車検証を取得後、車検証DBに更新データが反映される前に申請した場合、更新前の有効期間が適用
され、車検証チェックエラーとなる

７ 車両自重
１０ 軸重

車検証の記載値が 各軸重の合計＞車両自重
となっている場合、車両諸元を車検証どおりに入力しても車検証チェックエラーとなる

９ 最大積載量
１９ 車両総重量

ポールトレーラで、トラクタへの分担荷重がある場合、
申請データの入力では積載物重量は全てトレーラに入力するため、
トレーラが最大積載量、車両総重量超過となる

１０ 軸重 車検証の軸重記載位置が、車種、軸種に対応するパターンと異なる場合、車検証チェックエラーとなる

エラーとなる
項目

車検証の記載内容 車検証チェックの結果

１０ 軸重 各軸重の記載がない 車検証の軸重＝０となるため、実際より小さな軸重を入力しても常に
申請値≧車検証値となり、車検証チェックでエラーとならない

２０ 第５輪荷重 トラクタの第５輪荷重が記載されるべき
箇所（最大積載量括弧内）に、緩和時の
最大積載量が記載されている

一般に最大積載量＞第５輪荷重であるため、第５輪荷重超過の状
態でも申請値≦車検証値となり、車検証チェックでエラーとならない

７ 車両自重 付属物（ポルスタ等）があるトラクタで、
付属物込みの重量が車両自重下段（正
しくは車両自重上段）に記載されている

車検証チェックは車両自重下段の数値を用いるため、付属物の重量
をトラクタに加算している場合（正しくはトレーラ自重に加算する）でも
申請値≦車検証値となり、車検証チェックでエラーとならない

＜車検証の記載内容に不備があるため、窓口での車検証チェックが必要となるもの＞

＜車検証チェックが行われないため、窓口での車検証チェックが必要となるもの＞

条件 チェック対象外項目 エラーとなる理由

その他軸種 車両自重、軸重、最大積載量、車両総重
量、第５輪荷重

システムによる判定が不可能のため、目検チェックが必須となる
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６．窓口での車検証チェック対象申請①

その他軸種の車両⇒車検証チェック対象外
（けん引、被けん引の区別がつかないため、重量関連のチェックが行えない）

申請車両の軸種が「その他軸種」の場合、
軸重、車両総重量、第５輪荷重の車検証
チェックを行っていません。
窓口にて車検証チェックを行います。

＜要窓口審査①：その他軸種＞
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６．窓口での車検証チェック対象申請②

車検証は取得されているが有効期間満了となる
⇒「要審査」として申請し、窓口で車検証チェックを行います。
（代表車両以外の車両が有効期間満了の場合は、その車両の車検証も添付が必要です）

＜要窓口審査②：有効期間満了＞

添付された車検証にて
有効期間を窓口で確認
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車検証の記載値が 各軸重の合計＞車両自重
となっている場合、どのように入力してもエラーとなる

上記の場合、 軸重の合計4760＋2190＝6950、車両自重＝6900となっている

・車検証通り入力：軸重の合計と車両自重が合わないため申請データチェックエラー
・車両自重を6950に変更：軸重の合計＝車両自重となるが車両自重超過となりエラー
・前前軸重を4710に変更：軸重の合計＝車両自重となるが軸重過小となりエラー

⇒「要審査」として申請し、窓口で車検証チェックを行います。

＜要窓口審査③：軸重の合計が車両自重と合わない＞

6900 kg

６．窓口での車検証チェック対象申請③
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申請軸種毎にチェック対象軸が設定されており、それに適合しない場合はエラーとなる
⇒「要審査」として申請し、窓口で車検証チェックを行います。

＜要窓口審査④：車検証の軸重記載位置が軸重チェック対象軸に合致しない＞

前前 前後 後前 後後 前前 前後 後前 後後 前前 前後 後前 後後
T1.1 ○ ○
T1.2 ○ ○ ○
T2.1 ○ ○ ○
T2.2 ○ ○ ○ ○
S1.1-1 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

S1.2-1 ○ ○ ○ ○
S2.1-1 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○

F1.1-1.1 ○ ○ ○ ○
F1.2-1.1 ○ ○ ○ ○ ○
F2.1-1.1 ○ ○ ○ ○ ○

D1.1-1-1.1 ○ ○ ○ ○ ○
D1.1-2-1.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
D1.1-3-1.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
D1.2-1-1.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
D1.2-2-1.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
D1.2-3-1.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
D2.1-1-1.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
D2.1-2-1.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
D2.1-2-1.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上記全車種 その他軸種

トラック
建設機械類

フルトレーラ

ダブルス

S1.1-3

S1.2-3

S2.1-3

車検証チェック対象軸
申請軸種申請車種 トラクタ・トラック 第一トレーラ 第二トレーラ

一般セミ
重セミ
海コン

ポールトレーラ

S1.1-2

S1.2-2

S2.1-2

チェック対象外

表１ 軸重チェック対象軸

1420 kg - kg

チェック対象軸
（２軸トレーラの場合は後前・後後もしくは前
後・後後）
と一致しない場合はシステムチェックできない

６．窓口での車検証チェック対象申請④
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ポールトレーラは、トラクタの分担荷重が設定されていることがあり、
その場合は車検証チェックでトレーラの総重量エラーとなります。
⇒「要審査」として申請し、窓口で車検証チェックを行います。

＜要窓口審査⑤：ポールトレーラ＞

６．窓口での車検証チェック対象申請⑤

申請データでは、
トラクタに分担される荷重もトレーラの積載重
量として入力するため、トレーラの車両総重
量超過となる
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例）
１．車検証の第５輪荷重が正しく記載されていない
２．軸重が記載されていない
３．ポルスタありとポルスタありの自重の記載位置が逆転している
⇒車検証チェックではエラーとりませんが、正しい車検証チェックが行われていないため、
「要審査」として申請し、窓口で車検証チェックを行います。

＜要窓口審査⑥：車検証の記載内容に不備がある＞

１．の例
第５輪荷重欄に保安基準緩和
時の最大積載量が記載されて
いる

２．の例
軸重が記載されていない

６．窓口での車検証チェック対象申請⑥
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７．車検証チェック機能の一時停止の背景

現在、車検証チェックについて申請者より以下の課題が報告されております。

No. 項 目 内 容

１
ポールトレーラの分担荷重の扱
い

ポールトレーラでは積載物重量の最大４０％をトラクタに分担させるこ
とができるが、申請書では積載物重量の合計をトレーラに入力するた
め、車検証チェックでトレーラの積載物重量及び車両総重量超過エ
ラーとなる

２
亀の子キャリアカーのトラクタに
積載する重量の扱い

亀の子キャリアカーではトラクタにも車両を積載するが、申請書では積
載物重量の合計をトレーラに入力するため、車検証チェックでトレーラ
の積載物重量及び車両総重量超過エラーとなる

３
同一型式で車両自重の異なる
車両の扱い

同一型式で車両自重の異なる車両（特に積載貨物のない建設機械）
の場合、車両自重を合成値（最大値）を入力すると、車両総重量の小
さな車両で車両総重量超過エラーとなる。

（エラーとならないようにするには、同じ型式でも整理番号を分けて入
力する必要がある）

４
トラクタの付属物（ポルスタ・
ターンテーブル等）重量の扱い

車検証に付属物重量込みの軸重が記載されている場合、付属物重量
をトレーラに配分することができない

また、一部の窓口で付属物重量はトラクタに加算するよう指導しており、
運用が統一されていない

５
軸重・総重量等が備考欄に記
入されている車両の扱い

保安基準緩和車両やリフトアクスル車等、軸重・総重量が車検証の備
考欄に記載されている場合、その値は車検証チェックには使用されな
いため、エラーとなる場合がある

６
代表車両が「要審査」と記載さ
れた申請書の運用

「要審査」と記載された代表車両は車検証を添付して申請する必要が
ある

また、申請書に「要審査」と記載されたまま許可発行されてしまう可能
性があり、関係機関（警察等）との協議に支障をきたす可能性がある
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７．車検証チェック機能の一時停止の背景

○結果
6月1日からの車検証チェック機能の再開により、４項以降の対策・対処を行ってきまし

たが、７項に示す課題による対処が、申請者の負担となっていることから、車検証チェッ
ク機能を一時停止します。

再開時期につきましては、申請者の負担を軽減させる対応をした後、改めてお知らせ
します。

なお、車検証チェック機能の停止期間中につきましては、従来どおり受付窓口にて車
検証との整合性チェックを行います。


